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(57)【要約】
　本発明は、腐敗しやすい生鮮食品を容器内に保存する
方法に関し、特に肉および肉製品に有用な方法に関する
。本方法は調整雰囲気および／または保護雰囲気を（後
付け的に）加える必要がない。実際の容器は、二酸化炭
素を発生するための化学反応により保護雰囲気を生成し
、当該化学反応は、包装した食品からの自然な滲出物に
よって開始すると共に、容器内のガスの発生を効率的に
制御し且つ容器内で食品と接触する滲出物の蓄積を回避
するように経時的に持続する。本発明はまた、上記の方
法に準拠した、包装された腐敗しやすい生鮮食品のため
の保護雰囲気生成用の容器に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、
　ａ）　包装材を形成する材料にポリマーコーティングの形態で含まれてなる二酸化炭素
発生活性剤間の非化学量論的な反応により保護雰囲気を生成する包装材を提供する工程で
あって、前記二酸化炭素発生活性剤がクエン酸および炭酸水素ナトリウムの混合物である
、工程と、
　ｂ）　腐敗しやすい生鮮食品を前記包装材中に供給する工程；並びに、
　ｃ）　包装された食品によって生成した滲出物と前記コーティングとの接触を可能にす
る一方で、それと同時に前記滲出物が食品に戻るのを防止する工程；
を含んでなる、方法。
【請求項２】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記ＣＯ２保護雰囲気を形成
する包装材に適用されるポリマーコーティングが、エタノール、アセトン、または酢酸エ
チルから選択される溶媒に溶解した、ポリアミド、ポリ乳酸、ポリカプロラクトン、また
はポリスチレンから選択されるであるポリマーである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記ＣＯ２保護雰囲気を形成
する包装材に適用されるポリマーコーティングが、酢酸エチルに溶解されるポリスチレン
ポリマーである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記ＣＯ２保護雰囲気を形成
する包装材に適用されるポリマーコーティングが、酢酸エチルに溶解される結晶ポリスチ
レンまたは高衝撃ポリスチレン（ハイインパクトポリスチレン）である、請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、酢酸エチル中の前記結晶ポリ
スチレンまたは高衝撃ポリスチレンが４～２０重量％の濃度で使用される、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、酢酸エチル中の前記結晶ポリ
スチレンまたは高衝撃ポリスチレンが５～１５重量％の濃度で使用される、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、酢酸エチル中の前記結晶ポリ
スチレンまたは高衝撃ポリスチレンが７～１２重量％の濃度で使用される、請求項５に記
載の方法。
【請求項８】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記活性剤の非化学量論的な
混合物が、当該混合物に対する重量％で、３０～５０重量％の炭酸水素ナトリウムおよび
５０～７０重量％のクエン酸でできている、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記コーティング中に含まれ
るクエン酸の量が、食品１グラムあたり０．００２～０．８グラムの範囲である、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記コーティング中に含まれ
る炭酸水素ナトリウムの量が、食品１グラムあたり０．００１～０．００８グラムの範囲
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法であって、前記包装材を形成する材料に
ポリマーコーティングを施すことが、噴霧により実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　腐敗しやすい生鮮食品用の保護雰囲気形成包装材であって、
　当該包装材自体が、当該包装材を形成する材料にポリマーコーティングの形態で含まれ
てなる二酸化炭素発生活性剤間の非化学量論的な反応により保護雰囲気を生成するもので
あり、前記二酸化炭素発生活性剤がクエン酸および炭酸水素ナトリウムの混合物である、
ことを特徴とする腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項１３】
　前記ＣＯ２保護雰囲気形成包装材に適用されるポリマーコーティングが、エタノール、
アセトンまたは酢酸エチルから選択される溶媒に溶解した、ポリアミド、ポリ乳酸、ポリ
カプロラクトン、またはポリスチレンから選択されるポリマーである、請求項１２に記載
の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項１４】
　前記ＣＯ２保護雰囲気形成包装材に適用されるポリマーコーティングが、酢酸エチルに
溶解したポリスチレンポリマーである、請求項１３に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護
雰囲気形成包装材。
【請求項１５】
　前記ＣＯ２保護雰囲気形成包装材に適用されるポリマーコーティングが、酢酸エチルに
溶解した結晶ポリスチレンまたは高衝撃ポリスチレン（ハイインパクトポリスチレン）で
ある、請求項１４に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項１６】
　酢酸エチル中の前記結晶ポリスチレンまたは高衝撃ポリスチレンが４～２０重量％の濃
度で使用される、請求項１５に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項１７】
　酢酸エチル中の前記結晶ポリスチレンまたは高衝撃ポリスチレンが５～１５重量％の濃
度で使用される、請求項１６に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項１８】
　酢酸エチル中の前記結晶ポリスチレンまたは高衝撃ポリスチレンが７～１２重量％の濃
度で使用される、請求項１６に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項１９】
　前記活性剤の非化学量論的混合物が、当該混合物に対する重量％で、３０～５０重量％
の炭酸水素ナトリウムおよび５０～７０重量％のクエン酸でできている、請求項１２に記
載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項２０】
　前記コーティング中に含まれるクエン酸の量が、包装された食品１グラムあたり０．０
０２～０．８グラムの範囲である、請求項１２に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲
気形成包装材。
【請求項２１】
　前記コーティング中に含まれる炭酸水素ナトリウムの量が、包装された食品１グラムあ
たり０．００１～０．００８の範囲であるグラムの範囲である、請求項１２に記載の腐敗
しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項２２】
　包装された食品によって生成した滲出物と前記コーティングとの接触を可能にし、前記
滲出物が食品に戻るのを防止する、請求項１２～２１のいずれか１項に記載の腐敗しやす
い生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項２３】
　請求項１２～２２のいずれか１項に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装
材であって、
　当該包装材は、底面がセルパターンに形成されてなるトレイまたはパニットの形態に形
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作られており、前記トレイまたはパニットは、二重底を区画形成すると共にその上に食品
が供給されることになる分離シートを含み、
　前記分離シートは、食品と反対側において漏斗状の穴を有し、該穴は、滲出物が前記ト
レイまたはパニットの底面に向かう方向にのみ分離シートを通過することを許容すると共
に、底面のセルパターンに滲出物を集め、その結果、包装材コーティングによるＣＯ２発
生反応を誘発する、ことを特徴とする腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【請求項２４】
　消費者が包装材を開封し、食品の一部を消費したのち、再度閉鎖することで、内部にＣ
Ｏ２に富んだ雰囲気を再度形成するのに適した再閉鎖可能な密閉手段を備えてなる、請求
項１２～２３のいずれか１項に記載の腐敗しやすい生鮮食品用保護雰囲気形成包装材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して腐敗しやすい（または痛みやすい、perishable）生鮮食品の包装材内
への保存方法および該方法を実施するための包装材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　具体的には、本発明の対象は、包装材内のガスの発生を効率的に調節し、前記包装材内
で食品と接触する滲出液の蓄積を回避するように、調整雰囲気および／または保護雰囲気
を加える必要がなく、包装された食品から自然に発生する滲出物によって引き起こされる
、二酸化炭素を生成する化学反応から前記保護雰囲気を包装材自体が生成し、これが長時
間続く、特に、肉および肉派生物に応用できる、腐敗しやすい生鮮食品を包装材中に保存
する方法である。また、本発明の対象は、前記方法に従って包装された腐敗しやすい生鮮
食品用の保護雰囲気形成包装材である。
【０００３】
　空気中で包装された冷蔵肉の寿命は約５～７日であり、微生物の増殖、脂肪の酸化およ
び肉の色の変化が、貯蔵期間に影響を与える主な劣化メカニズムである。したがって、こ
のような食品を保存するために最も通常に使用されている技術は、有効な抗菌性物質であ
ることが判明している、約２０～７０％ＣＯ２の組成を有する調整雰囲気を使用すること
を含む。
【０００４】
　例えば、食品および家禽類の肉を調整雰囲気内で包装する場合、このような調整雰囲気
内での包装工程には、従来の空気中での包装工程と比較していくつかの利点がある。例え
ば、このような包装は密封された包装であり、異なる食品を同じ包装中に保存することが
でき、より良好な食品の供給がもたらされ、鮮度および食品の自然な外観をもたらすのに
役立つので、その中でも食品の寿命を延ばし；保存および商品化の際のこのような劣化の
原因である微生物の増殖、化学的および酵素的劣化を遅延および／または防止し；他の補
完的な保存処理の度合いを小さくし；倉庫管理の最適化を増進する等である。保存温度が
低いこと、包装された調整雰囲気の組成が異なるなどの他の要因も、食品の寿命を延ばし
、微生物の増殖を減少し、官能特性を維持させるのに重要である。
【０００５】
　しかし、調整雰囲気での包装にはまた、いくつかの不都合、例えば、装置の初期投資が
高いこと、運転費用および維持費が高いこと、調整雰囲気を発生させるためにガスを消費
すること、機械操作のために有資格者が必要であること、包装が崩壊する可能性などがあ
る。一方、新鮮な肉を調整雰囲気内に包装した場合、包装材中の過度に高いレベルのＣＯ

２の結果としての滲出物の問題に悩まされることとなる。この滲出の現象は、このガスが
組織内に過剰に溶解することによって起こり、食品の手触りおよび外観に悪影響を与え、
微生物の増殖の原因ともなる（ｌｏａｎｎｉｓ　Ｓ．Ａｒｖａｎｉｔｏｙａｎｎｉｓらに
よる非特許文献１）。正確には、食品の組織内にＣＯ２が溶解するため、包装された食品
の寿命を通して有効濃度を確実に維持するには初回用量を高く供給する必要がある。
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【０００６】
　調整雰囲気の代わりとして、単独またはＯ２吸収剤と併用して使用される活性ＣＯ２放
出剤としての小袋またはラベルを含む、ある種の包装システムが市場で入手可能である。
ＣＯ２を放出する包装材の例としては、主に新鮮な肉および魚の寿命を延ばすために使用
されるＶｅｒｉｆｒａｉｓ（登録商標）包装材（Ｃｏｄｉｍｅｒ　ＳＡＲＬ（フランス国
、パリ）により製造）がある。しかし、包装材内にこのような別個の装置が存在すると、
小袋の不測の破損が起こった場合に食品の安全性の問題が起こる場合があり、包装工程で
追加の操作過程が必要となり、使用者による拒絶反応を招くこととなる。実際、外部要素
を必要とせず、包装材自体にＣＯ２発生活性剤が含まれている、商業的に開発された適切
なものは現在のところ確認されていない。
【０００７】
　例えば、特許文献１の「酸素発生／ＣＯ２ガス吸収剤組成物、酸素発生／ＣＯ２ガス吸
収剤用包装材、および活魚および甲殻類の輸送方法」には、固体過酸化物、過酸化物分解
触媒およびアルカリ金属炭酸塩を含有する酸素発生成分およびＣＯ２吸収剤から調製され
た組成物が開示されている。
【０００８】
　特許文献２の「二酸化炭素の急速吸収法」には、ＣＯ２放出産物を含む包装材を供給し
、該包装材中に水酸化カルシウムを供給し、該包装材を密封することを含むＣＯ２の吸収
法が開示されている。
【０００９】
　特許文献３の「酸素放出性内挿物」には、過酸化水素を含む、内部の所定の気体組成を
維持するための、包装材の内部環境を活発に制御することを可能にする酸素放出性内挿物
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２０１３／１８００１３号
【特許文献２】国際公開第２０１３／１７７３５２号
【特許文献３】国際公開第２０１３／１５３１７８号
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Food Bioprocess Technol., 5(5), pp1423-1446 (2012)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、包装材中に存在するコーティングからのＣＯ２発生活性剤を含有させること
によって、包装材自体がＣＯ２発生システムを形成し、包装された食品の滲出物自体で活
性化される、腐敗しやすい生鮮食品を包装材中に保存する方法を提供することにより、上
記で説明した課題を克服するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本明細書において、「食品」、「腐敗しやすい食品」、「肉製品または肉派生物」に関
連する用語は、本明細書に開示される包装材の内容に関して互換的に使用される。対応す
る定義は、Ｓｐａｎｉｓｈ　Ｆｏｏｄ　Ｃｏｄｅ（法令２４８４／１９６７、最終更新日
、１９８５年２月１５日に公表、１９８５年２月１６日から有効）に公表されたものであ
る。
【００１４】
　したがって、腐敗しやすい食品は、その性質上、保存および輸送の期間に特別な保存条
件を必要なものであると考えられる。肉の総称には、健康で衛生的に屠殺されたウシ、ヒ
ツジ、ブタ、ヤギ、ウマおよびラクダの筋肉の食用部分が含まれる。拡大解釈すれば、そ
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れは農場の動物、体毛および羽毛のはえた狩猟動物および海洋哺乳類にも適用される。
【００１５】
　同様に、「包装材」という用語について前記法典によって与えられる定義は、すなわち
劣化、汚染または不純物から保護するという明確な目的で食品を収容することを意図する
、あらゆる容器、食品を保護および保存する、あらゆる材料と密接に連結するカバーとし
ての「被覆」であると考えられる。
【００１６】
　第１の態様では、本発明は、腐敗しやすい生鮮食品を包装材に保存する方法、特に肉お
よび肉派生物に適した方法であって、
　ａ）　包装材を形成する材料にポリマーコーティングの形態で含まれてなる二酸化炭素
発生活性剤間の非化学量論的な反応により保護雰囲気を生成する包装材を提供する工程で
あって、前記二酸化炭素発生活性剤がクエン酸および炭酸水素ナトリウムの混合物である
、工程と、
　ｂ）　腐敗しやすい生鮮食品を前記包装材中に供給する工程；並びに、
　ｃ）　包装された食品によって生成した滲出物と前記コーティングとの接触を可能にす
る一方で、それと同時に前記滲出物が食品に戻るのを防止する工程；
を含む方法に関する。
【００１７】
　図１は、ＣＯ２発生包装材がどのように機能するかを概略的に示す。この図からわかる
ように、包装材の上部空間に放出される気体状態のＣＯ２が発生し得るように、食品由来
の滲出物は、試薬との間の非化学量論的な量と思われる反応が引き起こされるように包装
材を形成する材料上のポリマーコーティングに含まれる試薬と接触する。ＣＯ２ガスの放
出はゆっくりとしており、経時的に連続的であるので、この保護ガスが包装材の内部に有
害なほど過剰に生成されることはない。
【００１８】
　ＣＯ２保護雰囲気形成包装材に適用されるポリマーコーティングのためのポリマーの例
は、ポリアミド、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）またはポリスチレ
ン（ＰＳ）である。前記ポリマーに適切な溶媒の例は、エタノール、アセトンまたは酢酸
エチルである。
【００１９】
　好ましくは、酢酸エチルに溶解した、結晶ポリスチレンまたは高衝撃ポリスチレン（Ｈ
ＩＰＳ、ハイインパクトポリスチレン）のようなポリスチレンをベースとするポリマーが
使用される。
【００２０】
　一実施態様では、酢酸エチル中のポリスチレン、結晶ポリスチレンまたは高衝撃ポリス
チレン（ＨＩＰＳ）は、４～２０重量％、好ましくは５～１５重量％、特に好ましくは７
～１２重量％濃度で使用される。
【００２１】
　ポリマーコーティングの適用方法は特に限定されず、例えば、溶解積層（キャスティン
グ／一体成型）または噴霧により適用することが可能である。本発明の一実施態様では、
ポリマーコーティングを包装材に適用するための方法として噴霧が使用される。
【００２２】
　本発明の方法の他の実施態様では、活性剤の非化学量論的混合物は、活性剤の混合物に
対して３０～５０％の炭酸水素ナトリウムおよび５０～７０％のクエン酸の重量比で使用
される。
【００２３】
　本発明の方法の更に他の実施態様では、コーティング中に含まれるクエン酸の量は、食
品１グラムあたり０．００２～０．８グラムの範囲である。同様に、一実施態様では、コ
ーティング中に含まれる炭酸水素ナトリウムの量は、食品１グラムあたり０．００１～０
．００８グラムの範囲である。
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【００２４】
　保護雰囲気が、二酸化炭素発生活性剤であるところの、包装材を形成する材料上にポリ
マーコーティングの形態で含まれるクエン酸および炭酸水素ナトリウム間の非化学量論的
反応から包装材自体により形成され、包装材が、包装された食品によって生成した滲出物
とコーティングとの接触を可能にするのと同時に、前記滲出物が食品に戻るのを防止する
、前記方法により包装される腐敗しやすい生鮮食品用の保護雰囲気形成包装材も本発明の
対象である。
【００２５】
　この点において、包装材を構成する材料として、食品包装材に適した、あらゆる高度ま
たは中程度のバリア性ポリマー材料を使用することができる。
【００２６】
　本発明の保護雰囲気形成包装材は、その形状に関して限定されず、包装材は、前述した
ような劣化、汚染または不純物から食品を保護するという特定の目的で食品を含むことを
意図するあらゆる容器である。したがって、前記方法に関して包装材の二重機能性を満た
す限り、すなわち、一体型のコーティングから放出するＣＯ２がコーティングと滲出物と
の接触を促進し、包装された食品に滲出物が戻るのを防止する限り、ポリマーコーティン
グは、それがパニット（punnet、カゴや容器の類）、トレイ、袋等の形態であろうと、包
装材を形成するあらゆる材料に適用することができる。
【００２７】
　本発明の包装材の一つの典型的な実施態様では、その底面がセルのパターンに形成され
、前述したＣＯ２発生コーティングによりその内面が覆われる、トレイまたはパニットの
形態をとる。パニットは、その上に食品が供給される分離シートを有し、その結果、パニ
ット内に二重底が規定される。前記分離シートは食品の反対側に多数の漏斗状（又はじょ
うご状）の穴を有し、該穴により、滲出物がパニットの底面に向かう方向にのみ分離シー
トを通過し、底面のセルパターンに収集されることが可能となり、その結果、包装材コー
ティングによりＣＯ２発生反応が誘発される。分離シート中の穴の漏斗形状は、それ（滲
出物）が食品に戻るのを防止する。包装材は、包装材アセンブリ及びその中に含まれる食
品を包囲するところの例えば蓋または外被様フィルム等の適切な閉鎖要素により閉鎖する
ことができる。
【００２８】
　本発明の包装材は、着脱可能な蓋等を用いるジップタイプまたはサイドジッパーのよう
な適切な開閉手段を用いることにより再び密閉できるようにデザインすることもできる。
本発明によるこのタイプの再閉鎖可能な包装材により、使用者が包装材を開封し、食品の
一部を消費し、それを再度閉鎖し、その内部にＣＯ２に富んだ雰囲気を再度形成し、食品
の寿命を延ばすことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明のＣＯ２発生包装材が食品（図中の例は鶏肉）に対してどのよう
に機能するかを概略的に示した図である。
【図２】図２は、活性成分（炭酸水素ナトリウムおよびクエン酸）の量の増加に伴う、Ｐ
Ｓ（ポリスチレン）およびＰＬＡ（ポリ乳酸）の活性包装材の上部空間における、ＣＯ２

の発生を示したものである。
【図３】図３は、各包装材で包装した鶏肉（鶏胸肉）について、包装材中のＣＯ２含量を
経時的に示したグラフである。
【図４】図４は、酢酸エチル中のポリスチレンコーティングを用いた鶏肉の包装材中に放
出したＣＯ２の割合を示す。
【図５】図５は、各デザインの包装材において放出されたＣＯ２を経時的に示したグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
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　＜実施例＞
　＜ポリマーコーティング、および包装材形成材料への適用＞
　ベースポリマーおよび溶媒、ならびに活性剤の選択は、活性コーティングの開発の最も
重要な態様である。種々の研究の後、これらの点が最適化され、その結果として、活性剤
である炭酸水素ナトリウムおよびクエン酸が、ベースポリマーの重量に対し１５０重量％
と関連する量で含まれる、酢酸エチルに溶解した結晶ポリスチレン／ＨＩＰＳポリスチレ
ンにより形成されるポリマーコーティングの選択がもたらされた。活性成分は、包装材あ
たり、２～３ｇの活性成分混合物の割合で混合物の形態で含まれ、この用途に必要な値の
範囲内のＣＯ２の割合の値（包装材の上部空間において２０～３０％のＣＯ２）に達する
。
【００３１】
　ポリマーコーティングの適用方法は以下の２工程で実施した：
　ａ）　液体ガンを用いて、酢酸エチルに溶解した結晶／ＨＩＰＳポリスチレンの溶液を
噴霧し、
　ｂ）　固体ガンまたは重量法により、固体活性成分の混合物を塗布する。
【００３２】
　図２は、活性成分（炭酸水素ナトリウムおよびクエン酸）の量の増加に伴う、ＰＳ（ポ
リスチレン）およびＰＬＡ（ポリ乳酸）の活性な包装材の上部空間における、ＣＯ２の発
生を示す。
【００３３】
　図３に示すように、鶏肉を含むことを意図する本実施例のパニット（punnet）において
、ＣＯ２発生活性コーティングおよび空気中での包装（２１％Ｏ２および７９％Ｎ２）に
よって改良すると、試験の最初の日に２０％ＣＯ２に達し、試験が続いた１１日間にわた
って約２３％ＣＯ２でバランスがとれていた。しかし、調整雰囲気（７０％Ｏ２および３
０％ＣＯ２）下に包装した鶏肉は、同じ期間で、包装材中のＣＯ２含有量は活性なパニッ
トが達したのと同様の割合まで減少した。これは、鶏肉のガス吸収に起因するものであり
、調整雰囲気包装材の場合、ＣＯ２が徐々に減少し、微生物学的増殖が促進される。
【００３４】
　この点について、実施された試験においては、適切なＣＯ２発生コーティングが特定さ
れるだけでなく、鶏肉滲出物による有効性を確認することも必要であり、調整雰囲気中で
使用された値と同様の値に達し、時間が経過しても一定であることに留意することが重要
である。
【００３５】
　図４は、酢酸エチル中のポリスチレンコーティングによる包装材において、鶏肉中に放
出されたＣＯ２の割合（％）を示したものである。この図に示すように、（活性包装材の
ＣＯ２の値は）調整雰囲気（ＭＡＰ）の使用によって達成された値と同様の値に達し、時
間が経過しても一定のままである。
【００３６】
　＜包装材のデザイン＞
　パニットコーティング用途の機能的観点から、包装材のデザインを更に検討した。最初
に、出発点は、食品の安全性を考慮して最終的に選択された唯一の実行可能なデザインか
らの２つの概念的デザインであった。選ばれた選択肢は、その機能性を検証するためにプ
ロトタイプレベルで開発され、この場合、二重底デザインであった。デザインの定義の際
には以下の要件、すなわち、
　　・　コーティングの境界で定義されるところのコーティングの均一な分布と、基材に
対しての良好な接着性とを有すること、
　　・　コーティング領域への滲出物の正しい方向性、および、反応を起こすのに十分な
時間にわたって密閉性が続くこと、
　　・　二重底部から上部空間へのＣＯ２の均一な放出が容易であること、
　　・　放出されたＣＯ２に食品の一部が強く曝露されるのを防止すること、
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　　・　反応が開始した場合、パニット（punnet）は滲出物を集めて保持しなければなら
ないこと、
を考慮することが重要であり、これは水平位置だけでなく、傾斜したパニットの場合にも
同様であった。従来の方法で製造する、或いは、わずかな変更（例えば、熱成型および型
抜き）により製造するといった可能性を含む製造に関する多様性であったり、コーティン
グ装置が噴霧を妨げないという事実であったり、わずかな変更を加えて適切な包装ライン
を用いて従来の方法を適用することができるということも考慮された。
【００３７】
　これらの全ては、パニット、分離シート、及び、パニットをコーティングする手段に基
づいたデザイン、特定のケースではＰＥＴ／ＥＶＯＨ／ＰＥ包装材フィルムを供給する。
【００３８】
　図５に示すように、ＣＯ２発生コーティングを含む包装材についての全てのデザインの
選択肢は機能的に適切なものである。しかし、セルを用いないパニットによる予備試験に
おいて、コーティングのパニットへの接着力が乏しいという問題が観察され、このような
問題は前述したようなセルを用いるデザインによって解決された。
【００３９】
　３００ｇの鶏肉を含むトレイについては、約１０％、約２０％、および約３０％の量の
ＣＯ２を得るために、鶏肉１ｇあたりの各活性成分のグラムを種々のケースについて計算
した。得られたデータを以下の表に示す。
【００４０】
【表１】
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